
 

仕様書 

 

① 案件名称 消火器 ほか２点 買入（東淡路小学校） 

② 品名 消火器 ほか２点（詳細は別紙１のとおり） 

③ 規格及び数量 詳細は別紙１のとおり 

④ 納入期限 令和８年８月24日（月） 

⑤ 納入場所 大阪市立東淡路小学校（住所：大阪市東淀川区東淡路3‐3‐32 電話番号：06-

6322-2706） 消防検査予定時期：令和８年８月上旬 

⑥ 特記事項 ・納品物については、「大阪市グリーン調達方針」 

(https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html)別表の【判断の基

準】を満たすものとし、【配慮事項】について充分配慮されていること。 

 ・納入・設置にあたり、 

① 事前に下記担当者と打合せを行い、該当校の内部仕上がり日以降の現場

調査の日程について、施設整備課が指定する現場担当と調整のうえ、現

場の調査・確認を実施し、関係法令に基づき数量を確定すること。 

② 「消防用設置届出書」正・副の作成及び所轄消防署への届出を行うこと（図

面は本市より支給）。その際、「使用開始届出用図面」に設置場所を記載し

たものを、教育委員会事務局施設整備課に一部提出すること。 

③ 関係法令に基づき、指定場所への取り付け調整を行うこと（取扱説明板の

設置等含む）。 

消火器の取り付け方法は、基本的にはバンドブラケットによる壁固定とす

る。※落下防止のため、４ｃｍ以上のビスを使用し、接続する壁面に適した

部品を付属すること。 

     建物に消火器ボックスの設置がある場合は、そのボックスに収納設置する

こと。ただし、困難な場合に限り、学校と事前に打ち合わせの上、床置き台

への設置も可とする。 

④ 消防検査に立ち会い、消防局の指示に従い、適切に処理すること。 

 ・手数料、手続き等諸費用を含む。 

 ・契約締結後、すみやかに事業担当へ、単価及びメーカー・品番のわかる内訳明

細書を提出すること。 

 ・応札にあたっては、本仕様書を十分検討し、疑義ある場合（同等品の可否を含

む）は質問期間内に指定の方法により質問し、その内容を熟知の上応札するもの

とする。質問受付期間経過後の質疑については受付しない。契約後における仕

様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。 

⑦ 事業担当 大阪市北区中之島1丁目3番20号大阪市役所３階 

教育委員会事務局総務部施設整備課 関戸・江川 

電話：06-6208-9094 



 

別紙１：品名、規格及び数量 

           

No． 品名 品質、形状、寸法 単位 数量 

1 消火器 蓄圧式粉末ABC10型 

・令和８年１月以降に製造された新品であること 

・ブラケット付属（壁固定すること） 

・取扱説明板付き 

・国家検定合格品であること 

・消火薬剤に再生材料が重量比で40％以上使用さ

れていること 

・品名№２のリサイクルシールを貼付すること 

基 23 

２ リサイクルシール Aグループ（非課税） 枚 23 

３ 消火器格納箱 ・蓄圧式粉末ABC10型消火器１本用 

（消火器本体は含まない） 

・壁面等に固定すること 

・架台付属（格納箱に取り付けること） 

個 １ 


